
救
急
病
院

・
救
急
診

療
所
の
別

名

称

所

在

地

認

定

期

間

救
急
病
院

大
分
循
環
器
病
院

大
分
市
大
字
三
芳
三
二
○
番
三

令
三
・

五
・

七
か
ら

令
六
・

五
・

六
ま
で

救
急
病
院

大
分
三
愛
メ
デ
ィ
カ

ル
セ
ン
タ
ー

大
分
市
大
字
市
一
二
一
三
番
地

令
三
・

六
・

一
か
ら

令
六
・

五
・
三
一
ま
で

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

事
業
者
の
名
称
又

は
氏
名

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

指
定
年
月
日

朝
日
タ
タ
ミ
株
式

会
社

介
護
シ
ョ
ッ
プ
朝

日

佐
伯
市
弥
生
井
崎

一
二
五
四
番
地
一

福
祉
用
具
貸
与

令
二
・

三
・

一

〃

〃

〃

介
護
予
防
福
祉
用

具
貸
与

〃

〃

〃

〃

特
定
福
祉
用
具
販

売

〃

〃

〃

〃

特
定
介
護
予
防
福

祉
用
具
販
売

〃

有
限
会
社
第
一
物

産

福
祉
の
ダ
イ
イ
チ

別
府
市
石
垣
東
二

丁
目
二
番
一
五
号

福
祉
用
具
貸
与

令
二
・

四
・
三
○

〃

〃

〃

介
護
予
防
福
祉
用

具
貸
与

〃

〃

〃

〃

特
定
福
祉
用
具
販

売

〃

〃

〃

〃

特
定
介
護
予
防
福

祉
用
具
販
売

〃

合
同
会
社
Ｋ
Ｏ
Ｎ

Ｅ
Ｎ

こ
ね
ん
訪
問
介
護

事
業
所

別
府
市
千
代
町
四

番
一
五
号

訪
問
介
護

令
二
・

五
・

一

告

示

救
急
病
院
等
の
認
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

介
護
老
人
保
健
施
設
及
び
介
護
医
療
院
の
開
設
許
可
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
指
定
の
辞
退
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
認
可
（
三
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

林
業
種
苗
法
に
よ
る
生
産
事
業
者
の
登
録
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
解
除
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

公

告

落
札
者
等
の
公
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

〇
告

示

大
分
県
告
示
第
三
百
六
十
六
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
医
療
機
関
を
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
救
急
隊
に
よ

り
搬
送
さ
れ
る
傷
病
者
に
関
す
る
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
と
し
て
認
定
し
た
。

令
和
三
年
五
月
二
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
三
百
六
十
七
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
及
び
第
五
十
三
条
第
一
項
本

文
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
事
業
者
を
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に

指
定
し
た
。

令
和
三
年
五
月
二
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

目

次

令

和

三

年

（ 金 曜 日 ）

第

二

〇

九

号

五
月
二
十
一
日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

佐
伯
印
刷
㈱

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

令
和
三
年
五
月
二
十
一
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一



株
式
会
社
ニ
チ
イ

学
館

ニ
チ
イ
ケ
ア
セ
ン

タ
ー
日
出
町

速
見
郡
日
出
町
仲

ノ
町
二
五
七
八
番

地
一

訪
問
介
護

〃

株
式
会
社
ウ
イ
ン

グ

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
ひ
な
た

国
東
市
国
東
町
浜

崎
二
五
三
五
番
地

三
シ
ー
サ
イ
ド
コ

ー
ト
浜
崎
Ⅱ
一
○

二
号
室

訪
問
看
護

令
二
・

六
・

一

〃

〃

〃

介
護
予
防
訪
問
看

護

〃

医
療
法
人
一
貫
軒

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
秋
岡

津
久
見
市
徳
浦
本

町
七
番
三
号

訪
問
看
護

令
二
・

七
・

一

〃

〃

〃

介
護
予
防
訪
問
看

護

〃

ク
オ
リ
ー
サ
ポ
ー

ト
お
お
い
た
合
同

会
社

ひ
と
さ
ぽ

速
見
郡
日
出
町
大

字
大
神
二
一
六
一

番
地
三
一

訪
問
介
護

令
二
・

八
・

一

医
療
法
人
豊
山
会

訪
問
介
護
事
業
所

渓
和

玖
珠
郡
九
重
町
大

字
右
田
一
○
二
八

番
地
の
一
一

訪
問
介
護

〃

株
式
会
社
エ
ン
ジ

ョ
イ
セ
ル
フ

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
き
り
か
ぶ

玖
珠
郡
玖
珠
町
大

字
塚
脇
六
七
八
番

地
一
○

訪
問
介
護

〃

有
限
会
社
も
み
じ

の
里

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
・
も
み
じ

臼
杵
市
野
津
町
大

字
野
津
市
一
○
五

○
番
地

通
所
介
護

〃

デ
イ
リ
ー
ラ
イ
フ

合
同
会
社

デ
イ
リ
ー
ラ
イ
フ

か
い
福

速
見
郡
日
出
町
大

字
川
崎
四
八
六
四

番
地
一

通
所
介
護

〃

株
式
会
社
エ
ン
ジ

ョ
イ
セ
ル
フ

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
き

り
か
ぶ

玖
珠
郡
玖
珠
町
大

字
塚
脇
六
七
八
番

地
一
○

通
所
介
護

〃

一
般
社
団
法
人
臼

臼
杵
市
医
師
会
介

臼
杵
市
大
字
海
添

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ

杵
市
医
師
会

護
老
人
保
健
施
設

南
山
園

二
五
○
番
地

ー
シ
ョ
ン

令
二
・

九
・

一

〃

〃

〃

介
護
予
防
訪
問
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン

〃

株
式
会
社
鶴
進
Ｈ

Ｍ
Ｇ

マ
イ
ウ
ェ
イ
ケ
ア

セ
ン
タ
ー
日
出

速
見
郡
日
出
町
三

八
八
九
番
地
三

訪
問
介
護

令
二
・
一
○
・

一

医
療
法
人
博
慈
会

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
う
ち
だ

別
府
市
末
広
町
三

番
一
号

訪
問
看
護

〃

〃

〃

〃

介
護
予
防
訪
問
看

護

〃

株
式
会
社
ア
イ
コ

ネ
ク
ト

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
ほ
の
花

佐
伯
市
大
字
上
岡

一
二
六
五
番
二

訪
問
看
護

〃

〃

〃

〃

介
護
予
防
訪
問
看

護

〃

有
限
会
社
恵
の
会

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
か
な
で

中
津
市
大
字
上
如

水
三
七
九
番
地

通
所
介
護

〃

医
療
法
人
恵
友
会

介
護
老
人
保
健
施

設
し
お
は
ま

杵
築
市
大
字
大
内

字
塩
浜
七
七
○
三

番
地
の
四

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン

令
二
・
一
一
・

一

〃

〃

〃

介
護
予
防
訪
問
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン

〃

合
同
会
社
翼

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
ボ
ヌ
ー
ル

別
府
市
駅
前
本
町

一
○
番
二
号
垣
迫

ア
パ
ー
ト
二
○
三

訪
問
看
護

令
二
・
一
一
・

二

〃

〃

〃

介
護
予
防
訪
問
看

護

〃

株
式
会
社
山
の
会

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
悠
鶴

佐
伯
市
中
の
島
一

丁
目
二
番
三
号

訪
問
介
護

令
二
・
一
二
・

一

社
会
医
療
法
人
財

天
心
堂
お
お
の
訪

問
看
護
ス
テ
ー
シ

豊
後
大
野
市
大
野

訪
問
看
護

〃

令
和
三
年
五
月
二
十
一
日

大
分
県
報
（
告
示
）

二



団
天
心
堂

ョ
ン

町
田
中
二
番
地
九

〃

〃

〃

介
護
予
防
訪
問
看

護

〃

ア
ニ
ン
グ
合
同
会

社

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
あ
い

別
府
市
石
垣
東
七

丁
目
一
番
三
六
号

Ｂ
Ｍ
マ
ン
シ
ョ
ン

訪
問
介
護

令
三
・

一
・

一

優
株
式
会
社

訪
問
介
護
事
業
所

ひ
か
り

由
布
市
挾
間
町
向

原
三
三
九
番
地
三

訪
問
介
護

〃

株
式
会
社
ツ
リ
ー

ハ
ウ
ス

訪
問
介
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
プ
リ
マ

由
布
市
庄
内
町
大

龍
一
七
四
六
番
地

一
コ
ー
ポ
若
木
四

○
五

訪
問
介
護

令
三
・

二
・

一

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

開
設
者
の
名
称
又

は
氏
名

施
設
の
名
称

施
設
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

開
設
許
可
年
月
日

医
療
法
人
財
団
親

幸
会

浜
脇
記
念
病
院
介

護
医
療
院

別
府
市
浜
脇
一
丁

目
六
番
二
一
号

介
護
医
療
院

令
二
・

四
・

一

医
療
法
人
博
愛
会

（
社
団
）

ふ
じ
み
介
護
医
療

院

別
府
市
北
的
ヶ
浜

町
五
番
一
九
号

介
護
医
療
院

〃

社
会
医
療
法
人
社

団
大
久
保
病
院

大
久
保
病
院
介
護

医
療
院

竹
田
市
久
住
町
大

字
栢
木
六
○
二
―

二

介
護
医
療
院

〃

医
療
法
人
新
生
会

高
田
中
央
病
院
介

護
医
療
院

豊
後
高
田
市
新
地

一
一
七
六
番
地
一

介
護
医
療
院

〃

医
療
法
人
宇
水
会

介
護
医
療
院
オ
ア

シ
ス

宇
佐
市
大
字
和
気

四
七
七
番
地
の
一

介
護
医
療
院

〃

姫
島
村

姫
島
村
国
民
健
康

保
険
診
療
所
介
護

医
療
院

東
国
東
郡
姫
島
村

一
五
六
○
番
地
の

一

介
護
医
療
院

〃

医
療
法
人
財
団
興

仁
会

桑
尾
病
院
介
護
医

療
院

宇
佐
市
大
字
四
日

市
一
一
八
番
地

介
護
医
療
院

令
二
・

七
・

一

医
療
法
人
恵
友
会

介
護
老
人
保
健
施

設
し
お
は
ま

杵
築
市
大
字
大
内

字
塩
浜
七
七
○
三

番
地
の
四

介
護
老
人
保
健
施

設

令
二
・
一
一
・

一

医
療
法
人
メ
デ
ィ

・
キ
ュ
ー
ブ

ヒ
ロ
セ
内
科
介
護

医
療
院

別
府
市
駅
前
本
町

五
番
二
三
号

介
護
医
療
院

令
三
・

二
・
二
二

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

事
業
者
の
名
称
又

は
氏
名

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

廃
止
年
月
日

株
式
会
社
サ
ポ
ー

ト
き
ず
な

サ
ポ
ー
ト
き
ず
な

速
見
郡
日
出
町
大

字
豊
岡
三
二
九
八

番
地
二
三

訪
問
介
護

平
三
一
・

一
・
三
一

医
療
法
人
ニ
コ
ニ

コ
診
療
所

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護

老
人
保
健
施
設
ニ

コ
ニ
コ
銘
水
苑

豊
後
大
野
市
三
重

町
小
坂
四
一
一
○

番
地
七

短
期
入
所
生
活
介

護

令

二
・

三
・
三
一

〃

〃

〃

介
護
予
防
短
期
入

所
生
活
介
護

〃

社
会
福
祉
法
人
安

岐
の
郷

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
鈴
鳴
荘

国
東
市
安
岐
町
下

山
口
五
八
番
地

訪
問
介
護

〃

株
式
会
社
地
域
ケ

ア
サ
ポ
ー
ト
青
空

地
域
ケ
ア
サ
ポ
ー

ト
青
空

杵
築
市
大
字
熊
野

九
一
五
番
地
二
一

訪
問
介
護

令

二
・

四
・
三
○

大
分
県
告
示
第
三
百
六
十
八
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
九
十
四
条
第
一
項
及
び
第
百
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
介
護
老
人
保
健
施
設
及
び
介
護
医
療
院
の
開
設
を
許
可
し
た
。

令
和
三
年
五
月
二
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
三
百
六
十
九
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
及
び
第
百
十
五
条
の
五
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
廃
止
の
届
出

が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
五
月
二
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

令
和
三
年
五
月
二
十
一
日

大
分
県
報
（
告
示
）

三



社
会
福
祉
法
人
佐

伯
市
社
会
福
祉
協

議
会

佐
伯
市
社
協
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ

ー
「
な
お
か
わ
」

佐
伯
市
直
川
大
字

赤
木
一
二
三
五
番

地

通
所
介
護

令

二
・

五
・
三
一

〃

佐
伯
市
社
協
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ

ー
「
や
よ
い
」

佐
伯
市
弥
生
大
字

上
小
倉
一
二
○
八

番
地

通
所
介
護

〃

矢
野
医
院

矢
野
医
院

杵
築
市
大
田
沓
掛

一
三
番
地
二

訪
問
看
護

〃

〃

〃

〃

介
護
予
防
訪
問
看

護

〃

社
会
福
祉
法
人
仁

愛
会

直
川
苑
指
定
訪
問

介
護
事
業
所

佐
伯
市
直
川
大
字

仁
田
原
一
九
六
二

番
地
一

訪
問
介
護

令

二
・

六
・
三
○

株
式
会
社
メ
デ
ィ

カ
ル
グ
ル
ー
プ
和

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
和

佐
伯
市
蒲
江
大
字

竹
野
浦
九
○
九
番

地
一

訪
問
看
護

〃

〃

〃

〃

介
護
予
防
訪
問
看

護

〃

有
限
会
社
ア
ー
ト

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

有
限
会
社
ア
ー
ト

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

臼
杵
市
大
字
江
無

田
字
中
通
二
五
七

番
四

訪
問
看
護

〃

〃

〃

〃

介
護
予
防
訪
問
看

護

〃

医
療
法
人
玖
寿
会

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
き
り
か
ぶ

玖
珠
郡
玖
珠
町
大

字
塚
脇
六
七
八
番

地
一
○

訪
問
介
護

令

二
・

七
・
三
一

〃

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
き

り
か
ぶ

〃

通
所
介
護

〃

杵
築
市

杵
築
市
山
香
ヘ
ル

パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ

ン

杵
築
市
山
香
町
大

字
野
原
一
六
一
二

番
地
の
一

訪
問
入
浴
介
護

令

二
・

八
・
三
一

〃

〃

〃

介
護
予
防
訪
問
入

浴
介
護

〃

社
会
福
祉
法
人
日

田
市
社
会
福
祉
協

議
会

日
田
市
社
協
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ

ー
「
な
か
つ
え
」

日
田
市
中
津
江
村

栃
野
二
六
二
○
番

地
一

通
所
介
護

〃

有
限
会
社
ヘ
イ
ワ

デ
ン
キ

有
限
会
社
ヘ
イ
ワ

デ
ン
キ

中
津
市
豊
田
町
七

番
一
四

福
祉
用
具
貸
与

〃

医
療
法
人
恵
友
会

医
療
法
人
恵
友
会

杵
築
中
央
病
院

杵
築
市
大
字
杵
築

一
二
○
番
地

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン

令

二
・
一
○
・
三
一

〃

〃

〃

介
護
予
防
訪
問
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン

〃

〃

〃

〃

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン

〃

〃

〃

〃

介
護
予
防
通
所
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン

〃

大
分
県
厚
生
農
業

協
同
組
合
連
合
会

大
分
県
厚
生
連
介

護
老
人
保
健
施
設

し
お
は
ま

杵
築
市
大
字
大
内

字
塩
浜
七
七
○
三

番
地
の
四

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン

〃

〃

〃

〃

介
護
予
防
通
所
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン

〃

〃

〃

〃

短
期
入
所
療
養
介

護

〃

〃

〃

〃

介
護
予
防
短
期
入

所
療
養
介
護

〃

〃

〃

〃

介
護
老
人
保
健
施

設

〃

有
限
会
社
二
豊
商

事

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
憩

日
田
市
中
本
町
五

番
地
の
一

介
護
予
防
通
所
介

護

令

二
・
一
一
・
一
○

社
会
福
祉
法
人
日

田
市
社
会
福
祉
協

議
会

日
田
市
社
協
ヘ
ル

パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
「
つ
え
」

日
田
市
上
津
江
町

川
原
三
九
三
三
番

地

訪
問
介
護

令

二
・
一
一
・
三
○

令
和
三
年
五
月
二
十
一
日

大
分
県
報
（
告
示
）

四



〃

〃

〃

介
護
予
防
訪
問
介

護

〃

社
会
医
療
法
人
財

団
天
心
堂

天
心
堂
お
お
の
診

療
所

豊
後
大
野
市
大
野

町
田
中
横
枕
二
番

九

訪
問
看
護

〃

〃

〃

〃

介
護
予
防
訪
問
看

護

〃

社
会
医
療
法
人
小

寺
会

ふ
れ
あ
い
ヘ
ル
パ

ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

佐
伯
市
常
盤
東
町

六
番
三
○
号

訪
問
介
護

令

三
・

一
・

一

〃

〃

〃

介
護
予
防
訪
問
介

護

〃

社
会
福
祉
法
人
豊

心
会

外
部
サ
ー
ビ
ス
利

用
型
指
定
特
定
施

設
入
居
者
生
活
介

護
事
業
所
亀
川
和

幸
苑

別
府
市
亀
川
東
町

一
一
番
一
号

特
定
施
設
入
居
者

生
活
介
護

令

三
・

二
・

一

〃

〃

〃

介
護
予
防
特
定
施

設
入
居
者
生
活
介

護

〃

有
限
会
社
介
護
サ

ー
ビ
ス
朋
友

介
護
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
ほ
う
ゆ
う

日
田
市
城
町
一
丁

目
三
番
一
九
号

訪
問
介
護

令

三
・

三
・
三
一

社
会
福
祉
法
人
百

徳
会

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
彦
岳
の
太

陽

佐
伯
市
大
字
狩
生

四
一
八
番
地
の
二

通
所
介
護

〃

医
療
法
人
誠
雅
会

介
護
老
人
保
健
施

設
さ
つ
き
苑

中
津
市
三
光
土
田

一
二
四
三
番
地
の

四

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン

〃

〃

〃

〃

介
護
予
防
通
所
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン

〃

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

開
設
者
の
名
称
又

は
氏
名

施
設
の
名
称

施
設
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

辞
退
年
月
日

医
療
法
人
財
団
親

幸
会

浜
脇
記
念
病
院

別
府
市
浜
脇
一
丁

目
六
番
二
一
号

介
護
療
養
型
医
療

施
設

令
二
・

三
・
三
一

医
療
法
人
博
愛
会

（
社
団
）

別
府
中
央
病
院

別
府
市
北
的
ヶ
浜

町
五
番
一
九
号

介
護
療
養
型
医
療

施
設

〃

医
療
法
人
社
団
栄

仁
会

岩
田
医
院

臼
杵
市
野
津
町
大

字
野
津
市
一
五
六

番
地

介
護
療
養
型
医
療

施
設

〃

社
会
医
療
法
人
社

団
大
久
保
病
院

大
久
保
病
院

竹
田
市
久
住
町
大

字
栢
木
六
○
二
六

―
二

介
護
療
養
型
医
療

施
設

〃

医
療
法
人
新
生
会

高
田
中
央
病
院

豊
後
高
田
市
新
地

一
一
七
六
番
地
一

介
護
療
養
型
医
療

施
設

〃

医
療
法
人
葵
会

安
心
院
中
央
医
院

宇
佐
市
安
心
院
町

下
毛
二
一
○
九
番

地

介
護
療
養
型
医
療

施
設

〃

医
療
法
人
宇
水
会

ク
リ
ニ
ッ
ク
オ
ア

シ
ス

宇
佐
市
大
字
和
気

四
七
七
番
地
の
一

介
護
療
養
型
医
療

施
設

〃

医
療
法
人
時
枝
内

科
医
院

時
枝
内
科
医
院

宇
佐
市
大
字
葛
原

七
七
七
番
地
の
一

介
護
療
養
型
医
療

施
設

〃

姫
島
村

姫
島
村
国
民
健
康

保
険
診
療
所

東
国
東
郡
姫
島
村

一
五
六
○
番
地
の

一

介
護
療
養
型
医
療

施
設

〃

医
療
法
人
北
崎
医

院

北
崎
医
院

別
府
市
青
山
町
七

番
六
五
号

介
護
療
養
型
医
療

施
設

令
二
・

四
・
三
○

大
分
県
告
示
第
三
百
七
十
号

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
療
養
型
医

療
施
設
か
ら
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
五
月
二
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

令
和
三
年
五
月
二
十
一
日

大
分
県
報
（
告
示
）

五



後
藤
医
院

後
藤
医
院

別
府
市
元
町
四
番

九
号

介
護
療
養
型
医
療

施
設

令
二
・

五
・
三
一

医
療
法
人
武
井
医

院

武
井
医
院

別
府
市
幸
町
一
一

番
二
○
号

介
護
療
養
型
医
療

施
設

令
二
・
一
○
・
三
一

医
療
法
人
渡
邉
医

院

渡
邉
医
院

別
府
市
光
町
四
番

一
一
号

介
護
療
養
型
医
療

施
設

〃

医
療
法
人
メ
デ
ィ

・
キ
ュ
ー
ブ

ヒ
ロ
セ
内
科
医
院

別
府
市
駅
前
本
町

五
番
二
三
号

介
護
療
養
型
医
療

施
設

令
三
・

二
・
二
一

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

土

地

改

良

区

名

所

在

地

認

可

年

月

日

大
野
谷
土
地
改
良
区

佐
伯
市

令
三
・

五
・
一
一

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

土

地

改

良

区

名

所

在

地

認

可

年

月

日

高
畠
井
堰
土
地
改
良
区

佐
伯
市

令
三
・

五
・
一
一

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

土

地

改

良

区

名

所

在

地

認

可

年

月

日

荻
西
部
土
地
改
良
区

竹
田
市

令
三
・

五
・
一
一

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

大
分
県
告
示
第
三
百
七
十
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改

良
区
の
定
款
変
更
を
認
可
し
た
。

令
和
三
年
五
月
二
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
三
百
七
十
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改

良
区
の
定
款
変
更
を
認
可
し
た
。

令
和
三
年
五
月
二
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
三
百
七
十
三
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改

良
区
の
定
款
変
更
を
認
可
し
た
。

令
和
三
年
五
月
二
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
三
百
七
十
四
号

林
業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
生
産

事
業
者
の
登
録
を
行
っ
た
。

令
和
三
年
五
月
二
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

登
録
番
号

北―

２

二

生
産
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
ナ
チ
ュ
ラ
ル
シ
ー
カ
ー

代
表
取
締
役

瀬

良

尚

孝

宇
佐
市
四
日
市
千
七
百
七
十
番
地
の
一

三

生
産
事
業
の
内
容

１

種
穂

採
取

２

苗
木

幼
苗
の
育
成
、
幼
苗
以
外
の
苗
木
の
育
成

四

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

株
式
会
社
ナ
チ
ュ
ラ
ル
シ
ー
カ
ー

宇
佐
市
四
日
市

大
分
県
告
示
第
三
百
七
十
五
号

林
業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
生
産

事
業
者
の
登
録
を
行
っ
た
。

令
和
三
年
五
月
二
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

登
録
番
号

北―

３

二

生
産
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

小

野

恵

介

中
津
市
本
耶
馬
渓
町
曽
木
八
百
六
十
二
番
地
三

令
和
三
年
五
月
二
十
一
日

大
分
県
報
（
告
示
）

六



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

指
定
を

解
除
す

る
区
域

の
名
称

所
在
地

指
定
の

区
分

土
砂
災

害
の
発

生
原
因

と
な
る

自
然
現

象
の
種

類

指
定
年

月
日
及

び
告
示

番
号

区
域
の

表
示

法
第
九
条
第
二
項

に
規
定
す
る
土
砂

災
害
警
戒
区
域
等

に
お
け
る
土
砂
災

害
防
止
対
策
の
推

進
に
関
す
る
法
律

施
行
令
（
平
成
十

三
年
政
令
第
八
十

四
号
）
で
定
め
る

事
項

備

考

下
原
②

B

玖
珠
郡

九
重
町

大
字
野

上

土
砂
災

害
警
戒

区
域
及

び
土
砂

災
害
特

別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

平
成
二

十
六
年

十
月
二

十
八
日

大
分
県

告
示
第

六
三
六

号

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

（
「
別
図
」
は
、
省

略
し
、
玖
珠
土
木
事

務
所
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。
）

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

指
定
区

域
の
名

称

所
在
地

指
定
の
区
分

土
砂
災

害
の
発

生
原
因

と
な
る

自
然
現

象
の
種

類

区
域
の

表
示

法
第
九
条
第
二
項
に
規
定

す
る
土
砂
災
害
警
戒
区
域

等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防

止
対
策
の
推
進
に
関
す
る

法
律
施
行
令
（
平
成
十
三

年
政
令
第
八
十
四
号
）
で

定
め
る
事
項

備

考

下
原
②

B

玖
珠
郡

九
重
町

大
字
野

上

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

（
「
別
図
」
は
、

省
略
し
、
玖
珠
土

木
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供

す
る
。
）

三

生
産
事
業
の
内
容

１

種
穂

採
取
、
精
選

２

苗
木

幼
苗
の
育
成
、
幼
苗
以
外
の
苗
木
の
育
成

四

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

中
津
市
本
耶
馬
渓
町
曽
木

大
分
県
告
示
第
三
百
七
十
六
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五

十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
土
砂
災

害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
、
次
の
と
お
り
解
除
す
る
。

令
和
三
年
五
月
二
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
三
百
七
十
七
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五

十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
三
年
五
月
二
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

〇
公

告

次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
三
年
五
月
二
十
一
日

大
分
県
立
病
院
長

佐

藤

昌

司

一

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

検
査
試
薬
Ｓ
Ｐ
Ｄ
業
務

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

大
分
県
立
病
院
事
務
局
会
計
管
理
課

大
分
市
豊
饒
二
丁
目
八
番
一
号

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
三
年
三
月
二
十
二
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
ア
ス
テ
ム

代
表
取
締
役

吉

村

次

生

大
分
市
西
大
道
二
丁
目
三
番
八
号

五

落
札
金
額

二
億
八
千
百
九
十
五
万
九
千
九
百
五
十
一
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

令
和
三
年
五
月
二
十
一
日

大
分
県
報
（
告
示
・
公
告
）

七



六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
を
公
告
し
た
日

令
和
三
年
二
月
九
日

令
和
三
年
五
月
二
十
一
日

大
分
県
報
（
公
告
）

八


